
入札実施要綱－1 

 

令和２年度和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター 

北側用地一般競争入札（条件付府有地売払）実施要綱 

 

（入札物件） 

第１条 入札物件は、「物件一覧」（別紙１）、「物件調書」（別紙２）のとおりとする。 

（入札に参加する者に必要な資格） 

第２条 入札に参加する者（以下「入札者」とする。）及び入札者と入札物件の共有を予定する

者（以下「共有者」とする。）は、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 

⑴ 次のアからカのいずれにも該当しない者であること。 

ア  成年被後見人 

イ  民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定によりな

お従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治29年法律第89号）第11条に

規定する準禁治産者 

ウ  被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

エ 民法第17条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人

であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

オ  民法第６条第１項の規定による営業の許可を得ていない未成年者又は営業の許可を得

ていても入札、契約行為について制限をされている未成年者 

カ 破産法（平成16年法律第75号）第２条第４項に規定する破産者で復権を得ない者 

⑵ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項各号のいずれかに該当する

と認められる者（大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止期間に相当する期間を経過

したと認められる者を除く。）又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代

理人として使用する者でないこと。 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第１項各

号、及び大阪府暴力団排除条例（平成22年大阪府条例第58号）第２条第４号に掲げる者に該

当する者でないこと。 

⑷ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条第

１項に規定する観察処分を受けた団体に該当する者でないこと。 

⑸ 大阪府が実施した一般競争入札（府有地等売払）の落札者で、定められた契約期間内に落

札物件の売買契約を締結せず、当該契約期間の最終日から６ヶ月を経過していない者でない

こと。 

（現地開放） 

第３条 入札案内及び物件調書を補足するものとして、「物件一覧」（別紙１）記載の日時に物件

所在地において現地開放を行う。 
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２ 現地開放への参加は、入札参加の条件にはしていないが、本物件は現状有姿での引渡しとな

ることから、出来る限り参加すること。 

３ 入札者が現地開放に参加しなかった場合であっても、大阪府は、入札者が入札手続及び物件

についてすべてを承知した上で入札したものとして取り扱う。 

（質疑応答） 

第４条 本物件に関する質問は、以下の要領にて令和３年２月８日（月）から同年２月15日（月）

までに提出するものとする。 

 ⑴ 質疑方法 質問は、電子メールでのみ受付けるものとする。メールの件名は、「質問（和

泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北側用地）」とすること。持参、郵送、口

頭、電話、ファックス等による質問は受付けないものとする。また、質問の様式は自由とす

るが、質問者名（氏名又は名称）、所在地、連絡先を明記すること。なお、これらの記載に

不備がある質問には回答しないものとする。 

 ⑵ 質疑送付先 大阪府 商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課 誘致推進グ

ループ（電子メールアドレス：kokusai-yuchi@gbox.pref.osaka.lg.jp） 

 ⑶ メール受信後、速やかに国際ビジネス・企業誘致課 誘致推進グループより受信確認メー

ルを送信するものとする。なお、数日中に受信確認メールが届かない場合は下記へ連絡する

こと。連絡先：大阪府 商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課 誘致推進グ

ループ（電話：０６－６９４１－０３５１（代表）内線４６８０） 

 ⑷ 回答方法 質問に対する回答については、令和３年２月22日（月）【予定】にホームペー

ジ（http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/nyuusatu/index.html）で回答する他、国際ビジ

ネス・企業誘致課 誘致推進グループ（配布場所：〒559-8555大阪市住之江区南港北１－14

－16 大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）25階）においても配布文書を用意するもの

とする。なお、質疑回答書は土地売払条件の一部となるので、入札に参加される方は必ず確

認すること。 

（入札保証金の納付） 

第５条 入札者は、入札前に入札保証金として、入札金額の100分の２以上（円未満切上げ）に

相当する金額を、保証小切手（大阪手形交換所に加盟する金融機関が振り出し、発行日から10

日以内のものに限る。）で納めなければならない。なお、共有名義の場合は、入札者が入札者

及び共有者を代表して納付するものとする。 

２ 入札保証金の納付は、入札１件あたり１回限りとする。一旦受領した後は追加や変更ができ

ない。 

３ 落札者の入札保証金は、原則、入札者（共有者は含まない）の売買代金に充当するものとす

る。ただし、落札者が売買代金に充当しない旨申し出た場合、売買契約締結後、還付するもの

とする。 

４ 入札保証金には、利子を付さない。 

mailto:kokusai-yuchi@gbox.pref.osaka.lg.jp
http://www.pref.osaka.lg.jp/ritchi/nyuusatu/index.html
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５ 入札保証金は、一般線引き小切手で納付すること（特定線引き小切手は不可）。 

（入札参加申込みの受付） 

第６条 入札に参加するためには、事前の申込みが必要であり、参加を希望する者は、入札参加

資格を確認し、必要書類を作成の上、令和３年３月２日から同年３月３日までの間（以下「入

札参加申込期間」という。）に入札参加申込書等の関係書類を大阪府商工労働部成長産業振興

室国際ビジネス・企業誘致課へ持参により提出するものとする。 

２ 前項の入札参加申込書等の関係書類とは、以下のものをいう。 

⑴ 令和２年度和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北側用地一般競争入札（条

件付府有地売払）参加申込書（様式第１号）（以下「入札参加申込書」という。） 

⑵ 令和２年度和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北側用地一般競争入札（条

件付府有地売払）入札参加書（様式第２号）（以下「入札参加書」という。） 

⑶ 誓約書（様式第３号） 

⑷ 入札参加資格を確認するための書類 

ア 住民票（個人の場合）、商業登記簿謄本（現在事項全部証明書のみでも可） 

イ 申込者印の印鑑証明書（原本で発行日より３ヵ月以内のもの）（以下この証明書の印を

「印鑑登録印」という。） 

ウ 申込者（会社）の定款（原本又は写本（作成日及び印鑑登録印が必要）） 

３ 単独又は２者以上の共有名義で入札する場合（以下「共同入札者」という。）とも、この参

加申込の名義人を土地売買契約書の買受人とし、不動産登記上の名義人とします。所有権を共

有とする場合は、必ず共有名義で申込むものとする。 

４ 入札への参加は、単独又は共有名義の別を問わず、重複して参加することはできない。 

５ 共同入札者は事業の円滑な実施を期するため、共同入札者のうち１者を落札者の決定に至る

までの事務及び契約締結に係る一切の債務を代表する入札者として定めること。ただし、土地

売買契約に係る債務は全者が連帯して負うものとする。 

６ 共同入札者の変更は、大阪府が支障ないと認める場合に限り、入札日の前日までの間、受付

けるものとするが、入札者の変更は認めない。なお、入札日以降の共同入札者の変更・追加・

辞退は認めない。 

７ 一つの企業が複数の入札を行うことはできない。 

８ 入札参加申込書等の関係書類の提出にあたっては、Ａ４サイズに揃えてホッチキス留めにて

まとめて提出するものとする。 

９ 「入札参加申込書」及び「入札参加書」は、共に記入するものとする。 

10 大阪府は、提出された「入札参加書」に申込みの受付処理を行い、入札時の入札参加書とし

て交付するものとする。 

11 誓約書には、入札者及び共有者の住所、氏名及び生年月日（法人の場合は代表者の住所、氏

名及び生年月日）を記入の上、入札書と同一の印鑑を押印するものとし、その記載内容が入札
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書の記載内容と互いに一致するようにしなければならない。 

12 入札参加資格を確認するための書類の内容確認の結果、資格が不十分であった者又は入札日

までにこの資格を失った者は、入札に参加することができない。 

13 入札日までの間は申込者名、申込者数等は公表しないものとする。 

14 入札参加申込み後に参加を辞退する場合は、入札日の前日までに大阪府商工労働部成長産業

振興室国際ビジネス・企業誘致課へ辞退届を提出するものとする。 

15 辞退届の様式は自由様式であるが、Ａ４サイズの用紙に参加を辞退する旨及び申込者名、所

在地、連絡先、担当者名を明記し、印鑑登録印を押印の上、先に交付済の入札参加書とともに

入札日の前日までに提出するものとする。 

16 申込みに際して提出いただいた書類は、申込みを取下げた場合を含めて理由の如何を問わず

返却しない。 

17 申込みに際して要した費用はすべて入札者の負担とする。 

18 提出書類及び質疑等における使用言語は日本語とし、単位はメートル法、数字はアラビア数

字を用いることとする。 

（入札受付） 

第７条 入札受付は、令和３年３月５日（金）午後１時から、大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモ

タワー）44階会議室にて行うものとする。 

２ 入札受付は、入札開始前の１時間前（午後１時）から行い、入札開始時刻（午後２時）に締

め切るものとする。 

３ 会場への入室は、各申込者１名までとする。ただし、受付時は２名まで認めるものとする。 

４ 入札開始時刻（午後２時）までに受付と入札保証金（保証小切手）の納付を済ませていない

場合、入札に参加することはできない。 

５ 入札書は所定の様式（様式第５号）を使用しなければならない。 

６ 入札参加申込みを受付けた者であっても、この入札日までの間に入札参加資格を失った者は、

入札に参加することはできない。 

７ 入札の受付時に入札関係書類を提出するものとする。 

８ 前項の入札関係書類とは、以下のものをいう。 

⑴ 入札参加書（様式第２号）（申込み受付の処理がなされたもの） 

⑵ 入札保証金納付書（様式第４号） 

⑶ 入札保証金（保証小切手） 

⑷ 入札書（様式第５号） 

⑸ 委任状（様式第６号）（代理人が入札される場合に必要。また、共同入札者の場合で入札

参加申込書申込者欄に記入された者以外の共同事業者が入札に参加される場合及び印鑑登

録印を入札に使用する場合においても申込者当人以外の者が入札に参加する場合にも必要。） 

９ 入札書には、入札者の住所（法人の場合は所在地。以下本条では同じ）、氏名（法人の場合
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は法人名及び代表者名。以下本条では同じ）及び金額を記入の上、入札者の印鑑登録印を押印

するものとする。 

  なお、金額はアラビア数字の字体を使用し、最初の数字の前に「￥」を付け、物件の総額を

記入するものとする。 

10 入札保証金納付書には、入札者の住所、氏名、入札保証金額を記入の上、入札書と同一の印

鑑を押印するものとし、その記載内容が入札書の記載内容と互いに一致するようにしなければ

ならない。 

11 入札関係書類の提出は、入札書を封筒に入れて封をし、その封筒と当該物件の入札参加書（申

込み受付の処理がなされたもの）、入札保証金納付書及び入札保証金（保証小切手）、委任状を

提出するものとする。 

（入札書の書換え禁止等） 

第８条 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。  

（入札の無効事由） 

第９条 次の各号に該当する入札は、無効とする。 

⑴ 開札までに入札参加資格のないことが判明した者（共有者を含む）がした入札又は委任状

を提出せずに代理人がした入札 

⑵ 入札金額が最低売却価格に達しない入札 

⑶ 入札金額が入札保証金の50倍を超える入札 

⑷ 入札金額を訂正した入札 

⑸ 入札者（共有者を含む。）が１人で１物件につき２枚以上の入札をした場合、その全部の

入札 

⑹ 入札書の記載内容が識別し難い入札 

⑺ 入札に関し、不正な行為、秩序を乱す行為を行った者がした入札 

⑻ 代理人が入札する場合において、委任状の代理人使用印と異なる印鑑を押印した入札 

⑼ 入札者及びその代理人がそれぞれ入札した場合、その双方の入札 

⑽ 共同入札の場合で、入札者及びその他の共同入札者それぞれ入札した場合、その全部の 

 入札 

⑾ 郵送をもって送付された入札                    

⑿ 前各号に掲げる事由以外に本要綱に違反した入札。ただし、失格とするもの及び軽微なも

のを除く。 

（開札） 

第10条 開札は、令和３年３月５日（金）午後２時から大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）

44階会議室において、地方自治法施行令第167条の８第１項の規定に基づき、入札者立ち会い

のもとに行う。 

（落札予定者及び落札者の決定方法） 
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第11条 落札予定者は、有効な入札を行った入札者のうち最高の価格をもって入札した者とする。 

２ 有効な入札を行った入札者のうち、最高の価格をもって入札した者が２者以上あるときは、

くじ引きにより落札予定者を決定する。この場合において、入札者はくじ引きを辞退すること

ができない。その際、入札者は、本人であることを確認できる書類（原本）を提示して、大阪

府の確認を受けなければならない。 

３ 前項のくじ引きにおいて、入札者の代理人がくじを引くことができる。 

  この場合において 入札者の代理人は、委任状（様式第６号）に入札者の印鑑登録証明書を

添えて提出し、代理人本人であることを確認できる書類（原本）を提示して、大阪府の確認を

受けなければならない。 

４ 落札予定者は、令和３年３月８日（月）から同年３月15日（月）までの間に【別紙】「Ⅰ．

事業計画書類記入要領」により作成した事業計画書等を提出し、入札案内に定めた土地利用条

件の適合状況の確認を受けなければならない。 

  ＜提出場所・受付時間＞ 

   大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課 誘致推進グループ 

    午前10時から午後４時 

  大阪府による確認の結果、土地利用条件に適合しない部分があった場合は、大阪府からの指

摘後５日以内（５日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日まで）に適合させなければならない。 

  ＜提出書類＞ 

   ①事業計画書（当該地で行う事業概要を記入したもの） 

   ②施設計画書（当該地で建設予定の施設概要を記入したもの） 

  なお、提出書類及び質疑等における使用言語は日本語とし、単位はメートル法、数字はアラ

ビア数字を用いること。 

また、売買契約締結後も、家屋の建築確認申請書（第１面～第５面、配置図、平面図、立面

図、断面図）・家屋の確認済証・家屋の検査済証、家屋の登記事項証明書など適時に土地利用

計画、事業計画がこの実施要領に定めた条件に適合することを確認するために必要な図書を提

出すること。 

５ 大阪府は、落札予定者から提出された事業計画書等について、【別紙】「Ⅲ．審査基準」によ

り入札案内に定めた土地利用条件の適合状況を確認した上で、落札者を決定するものとする。 

なお、落札予定者が失格した場合、二番札の方に事業計画書等の提出を依頼し、入札案内等

に定めた土地利用条件の適合状況の確認を実施するものとする。この場合、併せて入札保証金

（保証小切手）の納付を行うこと。 

（入札保証金の還付） 

第12条 入札保証金（保証小切手）は、落札予定者を除き、入札終了後その場で還付する。 

２ 落札者が、入札保証金を売買代金に充当しない旨申し出た場合、落札者には契約締結後に還

付するものとする。なお、落札者への還付については還付請求の日から必要な事務処理期間を
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経て還付するものとする。 

（入札保証金の帰属） 

第13条 落札者（共有者を含む。以下同じとする。）が契約を締結しないとき又は落札者が第２

条に定める入札に参加する者に必要な資格を満たさないことが落札後に判明し、失格したとき

は、入札保証金は大阪府に帰属する。 

（危険負担） 

第14条 落札者は、面積その他物件明細に記載した事項について、実地に符合しないことがあっ

ても、これを理由として契約の締結を拒み、落札の無効を主張し、又は代金の減免を請求する

ことはできない。 

（共有名義で入札に参加した落札者からの申立書の提出） 

第15条 共有名義で入札に参加した落札者は、速やかに次の事項に関する申立書を大阪府に提出

しなければならない。 

⑴ 落札した土地の所有権持分割合 

⑵ 契約金額の負担区分 

⑶ 入札保証金の充当金額区分 

⑷ 登録免許税額の負担区分 

（落札者の書類提出） 

第16条 落札者が個人の場合は住民票等を、法人の場合は履歴事項全部証明書若しくは現在事項

全部証明書及び役員名簿（氏名、読み仮名、生年月日）を、落札後大阪府の求めに応じ速やか

に大阪府に提出しなければならない。 

（大阪府警察本部長への個人情報の提供） 

第17条 大阪府は、落札者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第１項各号

に掲げる者、並びに大阪府暴力団排除条例第２条第２号及び第４号に該当する者でないことを

確認するため、大阪府暴力団排除条例第24条第２項の規定により、落札者から提出のあった住

民票等、履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、役員名簿及び誓約書により収集した個人

情報を大阪府警察本部長に提供する。 

（売買契約の締結）  

第18条 落札者は、令和３年４月１日（木）から同年４月30日（金）までの間（以下「契約締結

期間」という。）に、落札者の指定する金融機関において、府有財産売買契約書（様式第７号）

により大阪府と落札した物件の売買契約を締結するものとする。 

  なお、売買契約締結までの事務手続きも落札者以外の者が行うことはできない。 

２ 落札者は、契約締結と同時に、売買代金の全額を納付しなければならない。 

３ 売買代金は落札額とする。 

４ 入札保証金（保証小切手）は売買代金に充当するものとする。ただし、落札者が入札保証金

を売買代金に充当しない旨申し出た場合、落札者の入札保証金は、大阪府が売買代金の完納を
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確認した後、第12条の規定に基づき還付する。 

５ 落札者が第２条に基づき失格したときは契約を締結しない。 

（所有権の移転時期） 

第19条 落札した物件の所有権移転は、売買代金を完納したときとする。 

２ 物件は、所有権の移転と同時に、現状有姿（あるがままのかたち）で、引き渡すものとする。 

（落札物件に係る権利義務の譲渡制限）  

第20条 落札者は、落札した物件の所有権移転登記前に、当該落札物件にかかる一切の権利義務

を第三者に譲渡することができない。なお、落札者への所有権移転の際、大阪府の買戻し特約を

併せて登記します。 

（公租公課等）  

第21条 落札した物件の所有権移転登記に要する登録免許税及び所有権移転後の公租公課等は、

落札者の負担とする。 

（留意事項） 

第22条 入札者は、本要綱の各条項（府有財産売買契約書、物件調書（別紙２）の各条項を含む。）

及び入札物件の法令上の規制をすべて承知した上で入札するものとする。 

２ 入札保証金の納付、落札した物件の売買において使用する通貨は、日本国通貨に限るものと

する。  

３ 入札者は、本要綱を遵守しなければならない。 

（開札結果の公表）  

第23条 開札結果については、その内容（物件所在地、数量、落札者の氏名・法人名、落札金額、

入札者及び共有者の氏名・法人名、入札金額）を、大阪府ホームページで速やかに公表する。 

（その他） 

第24条 この要綱によりがたい事項が生じた場合は、別途定めるものとする。 



（別紙１） 
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物 件 一 覧 

物
件
番
号 

入 札 物 件 所 在 地 
 

（住 居 表 示） 

地  目    
  ・ 
数量（㎡）

最低売却価格  
 

（円）

以 前 の 
 

利用形態 

現地開放 
 

日  時 

 

1 

 

 

和泉市あゆみ野二丁目７番４、５ 
（和泉市あゆみ野二丁目７番１号付近） 

宅 地 
9,240.24 

 

 
 
 

421,350,000 
 
 
 

 
 

施 設 用 地 
（元（地独）大阪産
業技術研究所和泉
センター敷地） 

 
 

 

令和３年 

２月８日（月） 

午 後 ２ 時

～ 

 午 後 ４ 時 

 

 

 



（別紙２） 
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物 件 調 書 

 

○ この物件調書は入札参加希望者が入札物件を確認する上での資料であるとともに、

売買契約に係る条件も記載していますので、よくお読みください。 

 

○ 入札の前に出来る限り現地をご確認ください。 

○ 最寄り駅からの距離は、駅から物件までの概ねの直線距離を表示しています。 

○ 道路幅員は原則として現況の幅員を表示していますので、建物建築等に伴い必要と

なる道路後退については関係機関にご確認ください。 

○ 道路後退等で予め予測されるものについては、物件明細に表示しておりますが、 

これ以外についても土地利用形態等により必要となる場合があります。 

○ 土地利用に必要となる接道条件（幅員・連続性等）については、関係機関と十分協

議してください。 

○ 各種供給処理施設（上・下水道、電気、ガス等）の利用に当たっては、各事業者と

十分協議してください。 
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物件番号 １ 物 件 明 細 

所 在 地 
（住居表示） 

① 
和泉市あゆみ野二丁目7番4 

（和泉市あゆみ野二丁目7番1号付近） 
② 

和泉市あゆみ野二丁目7番5 

（和泉市あゆみ野二丁目7番1号付近） 

交通機関 泉北高速鉄道 和泉中央駅 南西 約2.4㎞ 

最低売却価格 ４２１，３５０，０００円 

面   積 

登記 ① 261.04㎡ ② 8979.20㎡ 

合計 
登記 9,240.24㎡ 

実測 9,240.24㎡ 
実測 ① 261.04㎡ ② 8979.20㎡ 

登 記 地 目 ①② 宅地 

接面道路の 
状   況 

 東  側：市道・幅員約14.0ｍ・舗装有・高低差有・歩道有 
北 側：市道・幅員約5.0ｍ・舗装有・高低差有・歩道無 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都市計画法 

市街化区域 

用途地域  準工業地域 

地域地区  建築基準法第 22条防火区域 

建ぺい率  60％ 容 積 率  200％ 

その他の 
法令等 

和泉中央丘陵地区地区計画 
宅地造成工事規制区域 
和泉中央丘陵新住宅市街地開発事業 

私道の負担等に 
関する事項 

負担の有無  有 
負担の内容  公共空地（２ｍ） 

供
給
処
理
施
設
の
状
況 

区 分 配管等の状況 照会先及び電話番号 

上水道 北東側（道路側） 有 
和泉市 水道工務課 
0725-99-8151 

電柱 
（照明装置） 

北側、東側、西側  
照明装置 有 

ＮＴＴフィールドテクノ 設備管理担当 
06-6105-3380 
関西電力(株)大阪南電力本部 配電用地グループ 
06-7506-9801 

ガ ス 無 
 大阪ガス(株) 南部導管部 建設チーム 
 072-238-2380 

下水道 北東側（道路側） 有 
和泉市下水道整備課 
0725-99-8152 

工 作 物 ネットフェンス、街灯、上下水道管等 

【特記事項】 

１ 現状有姿による売却ですので、物件の引渡しはあるがままの形になります。 

２ 本地は平成31年４月１日に大阪府へ返還されるまで、（地独）大阪産業技術研究所和泉センターの土地

として使用されていました。 
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３ 開発行為及び建築行為の際は、和泉市と協議してください。 

（お問い合わせ先：和泉市都市デザイン部建築・開発指導室 建築指導担当 電話 0725-99-8141 

和泉市都市デザイン部建築・開発指導室 開発指導担当 電話 0725-99-8142） 

４ 本地東側は、都市計画法の地区計画により２ｍ幅の公共空地を設置することが定められています。こ

の公共空地について、現在は大阪府が所有していることもあり、和泉市が東側に隣接する市道と一体的

に歩道として管理してきましたが、今後は落札者において市道と公共空地部分を明示するための縁石等

を設置するとともに、歩道として適切に管理するよう和泉市からお願いされています。 

なお、和泉市は、この公共空地を落札者から道路敷きとして寄附を受けることについて支障がないと

しておりますので、詳細については、落札者において和泉市とご相談ください。 

（お問い合わせ先：和泉市都市デザイン部土木維持管理室管理担当 電話 0725-99-8147） 

５ 本地（①７番４）は、地役権が設定されているため、電線路（電線の支持物を除く）を設置（張替、増

強等を含む）し、その保守運営のための土地立入り通行もしくは使用の認容並びに当該電線路の最下垂時

における電線の高さから３．７５ｍを控除した高さを超えた建造物、工作物の築造、爆発性ならびに引火

性を有する危険物を製造、取扱い及び貯蔵又は電線路に支障となる立竹木の育成その他電線路に支障とな

る一切の行為はできません。 

６ 本地西側において、隣接地の樹木の枝が本地上空に越境しています。この取扱いについては、隣接者と

協議してください。 

７ 本地に上下水道管、散水栓、制御盤、下水会所、Ｕ字側溝、照明装置、和泉市所有のマンホールが設置

されています。【（５）平面図（工作物配置図）（入札実施要綱－17頁） 参照】なお、図面は参考であり、

現状が異なる場合は現状を優先します。 

８ 本地への車両等出入口の設置については、道路管理者である和泉市と協議のうえ、落札者において設置

してください。 

（お問い合わせ先：和泉市都市デザイン部土木維持管理室管理担当 電話 0725-99-8147） 

９ 南側隣接地と一体に設置されている道路沿いのネットフェンス及び本地南側フェンスについては、落

札者において管理者と協議してください。 

 （お問い合わせ先：地方独立行政法人大阪産業技術研究所和泉センター総務管理部 電話 0725-51-2525） 

10 土地の形質の変更を3,000㎡以上行う際には、「土壌汚染対策法」に基づく届出及び「大阪府生活環境の

保全等に関する条例」に基づく土地の利用履歴等調査が必要ですので、和泉市と協議してください。 

  なお、本地については、試掘調査及び土壌汚染調査は実施しておりません。 

 （お問い合わせ先：和泉市環境産業部環境保全課 電話0725-99-8121） 

11 本地は、高速道路の構造物等に近接していますので、建築行為等の際は西日本高速道路株式会社関西支

社阪奈高速道路事務所と協議してください。 

 （お問い合わせ先：西日本高速道路株式会社関西支社阪奈高速道路事務所 電話072-955-9581） 

12 供給処理施設（公営水道・電気・都市ガス・公共下水道）については、各事業者にお問い合わせくださ

い。 

13 売買物件の引渡し後、売買物件が数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、履行の

追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。ただし、

大阪府が知りながら告げなかった内容及び買受者が消費者契約法（平成12年法律第61号）第２条第１項に

規定する消費者である場合については、この限りではありません。 
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（１）位置図（広域図）
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（２）位置図（詳細図）
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◇ 提出書類の様式・記入例 
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（様式第１号） 

令和  年  月  日 

令和２年度 和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北側用地 

一般競争入札（条件付府有地売払） 

参加申込書 
 
 
 

下記の一般競争入札（条件付府有地売払）に参加したいので、本件要綱等を承知のうえ申込みます。 
 
 

大 阪 府 知 事 様 
 
 
      申 込 者 所在地（〒   －    ） 
 
                  
            名 称   
     （法人名及び代表者名）                    印 
                                          
           電話番号  （  ）    －     
 
 
    【共同参加の場合】 
      上記申込者と共同で入札に参加するにあたり、上記申込者を代表入札者とします。 
 
        共同入札者 所在地（〒   －    ） 
 
 
              名 称 

（法人名及び代表者名）                 印 
 

 
        共同入札者 所在地（〒   －    ） 
 
 
              名 称 

（法人名及び代表者名）                 印 
 
 
 
 
 

                     記 

 

 

 

１ 物件所在地  和泉市あゆみ野二丁目７番４及び同７番５ 

 

２ 入札日時   令和３年３月５日（金）午後２時開始 

 
 
 
※共同で申込まれる場合、申込者の欄に共同入札者を代表して入札手続（入札保証金の納付、入札書の

記入等）を行う代表入札者を、共同入札者の欄に代表入札者を除く他の共同入札者をそれぞれ記入し
てください。 

※法人で申込まれる場合、法人の代表者印（印鑑登録印）を押印してください。 
※個人で申込まれる場合、個人事業主の印鑑登録印を押印してください。 
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《記入例》（法人の場合）（様式第１号） 
令和３年○○月○○日 

令和２年度 和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北側用地 

一般競争入札（条件付府有地売払） 

参加申込書 
 
 
 

下記の一般競争入札（条件付府有地売払）に参加したいので、本件要綱等を承知のうえ申込みます。 
 
 

大 阪 府 知 事 様 
 
 
      申 込 者 所在地（〒000－0000） 

大阪市中央区○○町１－２－３ 
                          （△△ビル３階） 
            名 称  ○○○株式会社 
     （法人名及び代表者名）  代表取締役 大 阪 太 郎      印 
                                          
           電話番号  （○○）○○○○－○○○○             
 
 
    【共同参加の場合】 
      上記申込者と共同で入札に参加するにあたり、上記申込者を代表入札者とします。 
 
        共同入札者 所在地（〒   －    ） 
 
 
              名 称 

（法人名及び代表者名）                 印 
 

 
        共同入札者 所在地（〒   －    ） 
 
 
              名 称 

（法人名及び代表者名）                 印 
 
 
 
 
 

                     記 

 

 

 

１ 物件所在地  和泉市あゆみ野二丁目７番４及び同７番５ 

 

２ 入札日時   令和 3 年 3 月 5 日（金）午後 2 時開始 

 
 
 
※共同で申込まれる場合、申込者の欄に共同入札者を代表して入札手続（入札保証金の納付、入札書の

記入等）を行う代表入札者を、共同入札者の欄に代表入札者を除く他の共同入札者をそれぞれ記入し
てください。 

※法人で申込まれる場合、法人の代表者印（印鑑登録印）を押印してください。 
※個人で申込まれる場合、個人事業主の印鑑登録印を押印してください。 
 

  

印鑑登録した代表者印 

申込年月日
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（様式第２号） 

府

使

用

欄 

受付 

 

府

使

用

欄

番号 

 

令和  年  月  日 

 

令和２年度 和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北側用地 

一般競争入札（条件付府有地売払） 参  加  書 
 
 

下記の一般競争入札（条件付府有地売払）に、本件要綱等を承知のうえ参加します。 
 
 

大 阪 府 知 事 様 
 
 
      申 込 者 所在地（〒   －    ） 
 
                  
            名 称   
     （法人名及び代表者名）                    印 
                                          
           電話番号  （  ）    －     
 
 
    【共同参加の場合】 
      上記申込者と共同で入札に参加するにあたり、上記申込者を代表入札者とします。 
 
        共同入札者 所在地（〒   －    ） 
 
 
              名 称 

（法人名及び代表者名）                 印 
 

 
        共同入札者 所在地（〒   －    ） 
 
 
              名 称 

（法人名及び代表者名）                 印 
 
 
 

                      記 

 
 

１ 物件所在地  和泉市あゆみ野二丁目７番４及び同７番５ 

 

２ 入札日時   令和３年３月５日（金）午後２時開始 

 
※共同で申込まれる場合、申込者の欄に共同入札者を代表して入札手続（入札保証金の納付、入札書の

記入等）を行う代表入札者を、共同入札者の欄に代表入札者を除く他の共同入札者をそれぞれ記入し
てください。 

※法人で申込まれる場合、法人の代表者印（印鑑登録印）を押印してください。 
※個人で申込まれる場合、個人事業主の印鑑登録印を押印してください。 
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《記入例》（法人の場合）（様式第２号） 

府

使

用

欄 

受付 

 

府

使

用

欄

番号 

 

令和３年  月  日 

 

令和２年度 和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北側用地 

一般競争入札（条件付府有地売払） 参  加  書 
 
 

下記の一般競争入札（条件付府有地売払）に、本件要領等を承知のうえ参加します。 
 
 

大 阪 府 知 事 様 
 
 
      申 込 者 所在地（〒000－0000） 

大阪市中央区○○町１－２－３ 
                          （△△ビル３階） 
            名 称  ○○○株式会社 
     （法人名及び代表者名）  代表取締役 大 阪 太 郎      印 
                                          
           電話番号  （○○）○○○○－○○○○             
 
 
    【共同参加の場合】 
      上記申込者と共同で入札に参加するにあたり、上記申込者を代表入札者とします。 
 
        共同入札者 所在地（〒   －    ） 
 
 
              名 称 

（法人名及び代表者名）                 印 
 

 
        共同入札者 所在地（〒   －    ） 
 
 
              名 称 

（法人名及び代表者名）                 印 
 
 
 

                      記 

 
 

１ 物件所在地  和泉市あゆみ野二丁目７番４及び同７番５ 

 

２ 入札日時   令和３年３月５日（金）午後２時開始 

 
※共同で申込まれる場合、申込者の欄に共同入札者を代表して入札手続（入札保証金の納付、入札書の

記入等）を行う代表入札者を、共同入札者の欄に代表入札者を除く他の共同入札者をそれぞれ記入し
てください。 

※法人で申込まれる場合、法人の代表者印（印鑑登録印）を押印してください。 

※個人で申込まれる場合、個人事業主の印鑑登録印を押印してください。  

印鑑登録した代表者印 

入 札 日 
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（様式第４号）                           令和  年  月  日 

 

 

入 札 保 証 金 納 付 書 

 

 

大 阪 府 知 事 様 

 

        入札者 

         所在地    

                

         名 称    

         法人名                   印 

         代表者名 

 

            代理人 

             所在地    

 

             氏 名                   印 

法人名                 （代理人使用印） 

 
令和２年度 和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北側用地一般競争入札（条件付府有地

売払）に係る入札保証金を、次のとおり納付します。 
 

記 

保 証 金 額 ￥  

内 

 

 

訳 

有 価 証 券  ￥  

有

価

証

券

明

細

 

証 券 名 種 別 
記号番号 
枚 数 

額 面 
備 考 

（発行年月日）
 

 
 

   枚
￥  

 
 

 
枚

￥ 
 

 
 

 
枚

￥ 
 

合 計   ￥  

上記の保証金を受け取りました。（入札終了後）    氏 名                印 

（注）１．当日の受付までに、必ず必要事項を記入し印鑑登録印を押印してください。 
   ２．代理人が入札する場合、入札者の所在地・名称（印は不要）を記入の上、代理人の所在地・ 

氏名を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。 
 

 

府 

使 

用 

欄 

 

保証金領収確認欄（保証金受入係）            大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課長  印 

 

保証金保管確認欄（保証金保管係）            大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課出納員  印 

 

保証金還付確認欄（本書と引換えに還付：保証金受入係） 大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課長  印 

  

整 理 番 号

No. 
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《記入例》（様式第４号）                      令和  年  月  日 

 

 

入 札 保 証 金 納 付 書 

 

 

大 阪 府 知 事 様 

 

        入札者 

         所在地   大阪市中央区○○町１－２－３ 

                     （△△ビル３階） 

         名 称    ○○○株式会社 

         法人名     代表取締役 大 阪 太 郎  印 

         代表者名 

 

            代理人 

             所在地   大阪市北区○○町１－２ 

 

             氏 名    天 満 花 子         印 

法人名                 （代理人使用印） 

 
令和２年度 和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北側用地一般競争入札（条件付府有地

売払）に係る入札保証金を、次のとおり納付します。 
 

記 

保 証 金 額 ￥ ※,※※※,※※※ － 

内 

 

 

訳 

有 価 証 券  ￥ ※,※※※,※※※ － 

有

価

証

券

明

細

 

証 券 名 種 別 
記号番号 
枚 数 

額 面 
備 考 

（発行年月日）
○○銀行○○支店 

発行小切手 

銀行支払保証

小切手 

A 000000

１  枚
￥ ※,※※※,※※※ － 

00 年 00 月 00

日

 
 

 
枚

￥ 
 

 
 

 
枚

￥ 
 

合 計   ￥ ※,※※※,※※※ －  

上記の保証金を受け取りました。（入札終了後）    氏 名                印 

（注）１．当日の受付までに、必ず必要事項を記入し印鑑登録印を押印してください。 
   ２．代理人が入札する場合、入札者の所在地・名称（印は不要）を記入の上、代理人の所在地・ 

氏名を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。 
 

 

府 

使 

用 

欄 

 

保障金領収確認欄（保証金受入係）            大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課長   印 

 

保証金保管確認欄（保証金保管係）            大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課出納員   印 

 

保証金還付確認欄（本書と引換えに還付：保証金受入係） 大阪府商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課長  印 

  

整 理 番 号

No. 

印鑑登録した代表者印 

委任状の代理人使用印 

入札終了後の支持があるまで

記入しないでください 

府使用欄は記入しないでください 
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（様式第５号） 

 

 

入 札 書 

・金額はアラビア数字とすること  
・訂正しないこと         
・初めの数字の頭に￥をいれること

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 「令和２年度和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北側用地一般競争入札（条件付府
有地売払）実施要綱」等を承知のうえ、上記のとおり入札します。 
 
     令和  年  月  日 
 

          入 札 者 
 
               所在地     
                       
               名 称     
               法人名                      印 
               代表者名 
 
 

          代 理 人 
 
               所在地     
 
               名 称                       印 
               法人名                    （代理人使用印） 
               代表者名 
 
 
 

  大 阪 府 知 事 様 
 
 

金  額 

千
億 

百
億 

拾
億 

億 

千
万 

百
万 

拾
万 

万 千 百 拾 壱 

            

 
係員 

認印 

 

（注）１ 黒又は青の万年筆又はボールペンで記入し、印鑑登録印を押印してください。 

（注）２ 代理人が入札する場合は、入札者の所在地・名称（押印不要）を記入のうえ、代理人の所

在地・名称を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。 

  

No. 

整 理 番 号
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《記入例》（様式第５号） 

 

 

入 札 書 

・金額はアラビア数字とすること  
・訂正しないこと         
・初めの数字の頭に￥をいれること

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 「令和２年度和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北側用地一般競争入札（条件付府
有地売払）実施要綱」等を承知のうえ、上記のとおり入札します。 
 
     令和  年  月  日 
 

          入 札 者 
 
               所在地    大阪市中央区○○町１－２－３ 
                         （△△ビル３階） 
               名 称     ○○○株式会社 
               法人名      代表取締役  大 阪 太 郎   印 
               代表者名 
 
 

          代 理 人 
 
               所在地     大阪市北区○○町１－２ 
 
               名 称      天 満 花 子           印 
               法人名                    （代理人使用印） 
               代表者名 
 
 
 

  大 阪 府 知 事 様 
 
 

金  額 

千
億 

百
億 

拾
億 

億 

千
万 

百
万 

拾
万 

万 千 百 拾 壱 

 ￥ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ 

 
係員 

認印 

 

（注）１ 黒又は青の万年筆又はボールペンで記入し、印鑑登録印を押印してください。 

（注）２ 代理人が入札する場合は、入札者の所在地・名称（押印不要）を記入のうえ、代理人の所

在地・名称を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。 

  

No. 

整 理 番 号

代理人が入札する場合は、

省略できます。 

委任状の代理人使用印 
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（様式第６号）                           令和  年  月  日 

整 理 番 号 
 

№ 

             委    任    状 

 

 下記の者を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。 

 

                   記 

 

１ 入札件名 

   令和２年度 和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北側用地一般競争入札（条件付

府有地売払） 

 
２ 代 理 人           

     所在地    

 

     名 称    
      法人名    
     代表者名 

 

 

代理人使用印 

 

 

               入札申込者 

                所在地   

                      

                名 称   

                法人名                    印 

                  代表者名                 （印鑑登録印） 

 

 

受付係確認欄 

  

 

 （注）１ 委任状は、入札当日に必要です。 

    ２ 「代理人使用印」の枠内に、代理人が使用する印鑑を押印してください。 

      代理人は、入札において必ずその印鑑を使用しなければなりません。 

    ３ 共同参加の場合で参加申込書の申込者欄に記載された者以外の共同入札者が入札に参加

されるとき、及び、印鑑登録印を入札に使用する場合でも申込者当人以外の者が入札に

参加するときにも必要です。 
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《記入例》（様式第６号）                       令和  年  月  日 

整 理 番 号 
 

№ 

             委    任    状 

 

下記の者を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。 

 

                   記 

 

１ 入札件名 

   令和２年度 和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北側用地一般競争入札（条件付

府有地売払） 

 
２ 代 理 人           

     所在地   大阪市北区○○町１－２ 

 

     名 称   天 満 花 子   
      法人名             
     代表者名 

 

 

代理人使用印 

 

 

               入札申込者 

                所在地  大阪市中央区○○町１－２－３ 

                       （△△ビル３階） 

                名 称  ○○○株式会社 

                法人名    代表取締役  大 阪 太 郎   印 

                  代表者名                 （印鑑登録印） 

 

 

受付係確認欄 

  

 

 （注）１ 委任状は、入札当日に必要です。 

    ２「代理人使用印」の枠内に、代理人が使用する印鑑を押印してください。 

      代理人は、入札において必ずその印鑑を使用しなければなりません。 

    ３ 共同参加の場合で参加申込書の申込者欄に記載された者以外の共同入札者が入札に参加

されるとき、及び、印鑑登録印を入札に使用する場合でも申込者当人以外の者が入札に

参加するときにも必要です。 

  

印鑑登録した代表者印 
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（様式第３号） 

誓    約    書 
私は、大阪府が実施する令和２年度 和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北

側用地一般競争入札（条件付府有地売払）の申込みにあたり、次の事項を誓約します。 

 

１ 令和２年度 和泉市元（地独）大阪産業技術研究所和泉センター北側用地一般競争入札（条

件付府有地売払）入札実施要綱（以下「実施要綱」という。）に定める入札参加資格を有し

ています。 

 

２ 入札に際し、実施要綱、物件明細、土地売買契約書（案）、物件の法令上の規制等をすべ

て承知の上で申込みます。 

 

３ 落札した場合の土地利用に関する隣接土地所有者及び地域住民との連携等については、

すべて私が行うことを承知の上で申込みます。 

 

４ 大阪府が大阪府暴力団排除条例に基づき、一般競争入札（条件付府有地売払）により暴力

団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団密接関係者を入札、契約から排除して

いることを承知したうえで、下記事項について誓約します。 

 ・一般競争入札（条件付府有地売払）の申込みに際して、大阪府暴力団排除条例第２条第

２号及び第４号に掲げる者のいずれにも該当しません。 

・本誓約書及び役員名簿等が大阪府から大阪府警察本部に提供されることに同意します。 

・本誓約書４に該当する事業者であると大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は大

阪府の調査により判明した場合は、大阪府が大阪府暴力団排除条例に基づき、大阪府ホ

ームページ等において、その旨を公表することに同意します。 

・この契約締結の日から１０年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成

３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等

を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに

類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者

に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならないことに同意します。 

 

大阪府知事 様 

 

令和  年  月  日 

              申込者 

                  住  所 

                 （所在地） 

氏
フリ

   名
ガナ

 

                 （法人名） 

                 （代表者名）              印 

                  生年月日 

              共有者 

住  所 

                 （所在地） 

氏
フリ

   名
ガナ

 

                 （法人名） 

                 （代表者名）              印 

                             生年月日 
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お 問 い 合 わ せ 先 

 

【問い合わせ先･申込受付】 

○大阪府 商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・企業誘致課 誘致推進グループ 

大阪市住之江区南港北１－１４－１６ 大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）２５階 

ＴＥＬ（０６）６９４１－０３５１（内線４６８０） 

ＦＡＸ（０６）６２１０－９２９６ 

 

【入札会場】 

○大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）４４階 会議室 

大阪市住之江区南港北１－１４－１６ 
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（様式第７号） 

府有財産売買契約書（案） 

 

売払人大阪府（以下「甲」という。）と買受人       （以下「乙」という。）

は、次のとおり府有財産の売買契約を締結する。 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義に従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、末尾並びに入札実施時に提示した別紙「物件明細」及び配布資

料に記載のとおりとする。 

（売買代金） 

第 3条 売買代金は、金      円とする。 

（支払方法） 

第４条 乙は、前条に定める売買代金をこの契約締結と同時に、甲が発行する納入通

知書により、甲に支払わなければならない。 

（所有権の移転及び登記嘱託） 

第５条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の支払を完了した時に、乙に移転したも

のとする。 

２ 甲は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後、その所有権移転の登記

及び第１２条に定める買戻しの特約の登記を嘱託するものとし、乙はこれに必要な

書類等をあらかじめ甲に提出するものとする。 

（売買物件の引渡し） 

第６条 甲は、前条第 1項の規定により売買物件の所有権が移転した時をもって、現

状有姿のまま売買物件を乙に引き渡したものとする。 

（危険の移転及び契約不適合責任等） 

第７条 この契約締結の日から売買物件の引渡しの時までの間において、乙の責めに

帰することのできない理由により、売買物件に滅失、き損等の損害を生じたときは、

その損害は甲が負担する。 

２ 乙は、売買物件の引渡し後、売買物件が数量の不足その他契約の内容に適合しな

いことを理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求

及び契約の解除をすることができない。ただし、甲が知りながら告げなかった内容

については、この限りでない。 

（指定用途） 

第８条 乙は、売買物件を直接「製造業の工場又は製造業の研究開発施設」の用途（以

下「指定用途」という。）に供しなければならない。 

（指定用途の始期） 

第９条 乙は、売買物件を  年  月  日（引渡し後、３年以内）までに指定用

途に供しなければならない。 

（指定用途に供すべき期間） 

第10条 乙は、売買物件を前条に基づき用途に供した日から１０年間引き続き指定用 

途に供しなければならない。 
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（転売等の禁止） 

第11条 乙は、売買物件を取得した日から指定用途に供すべき期間の満了の日までの 

間において、甲の承認を得ないで、売買物件について売買、贈与、交換、出資等に 

よる所有権の移転若しくは当該物件に地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的 

とする権利の設定（以下「所有権の移転等」という。）をし、又は合併をしてはな 

らない。 

（買戻権の行使） 

第12条 甲は、乙がこの契約締結の日から次項に定める買戻期間満了の日までにおい 

て、甲の承認を得ないで、売買物件について次の各号のいずれかに該当する行為を 

した場合には、売買物件の買戻しをすることができる。 

⑴ 指定用途の始期までに指定用途に供しなかったとき。 

⑵ 指定期間中に指定用途に供しなくなったとき。 

⑶ この契約締結の日から第２項に規定する買戻期間満了の日までに指定用途以

外の用途に供したとき。 

⑷ 前条に定める所有権の移転等の禁止の義務に違反し、又は合併をしたとき。 

⑸ その他本契約条項に違反したとき。 

２ 買戻しの期間は、この契約締結の日から１０年間とする。 

３ 甲は、第１項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金を返還す 

る。ただし、当該売買代金には利息を付さない。 

４ 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。 

５ 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出し 

た必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 

（買戻しに関する登記） 

第13条 甲は、前条に定める買戻権を行使したときは速やかに買戻しを原因とする所 

有権移転登記を嘱託するものとする。この場合において、乙は、甲が当該登記に必 

要とする書類等を速やかに提出し、甲が作成した所有権移転登記承諾書及び登記原 

因証明情報に署名押印しなければならない。 

２ 甲は、買戻期間満了後、買戻期間満了を原因とする買戻権抹消登記の嘱託を行う 

ものとする。 

（指定用途等の変更及び解除） 

第14条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない理由により第８条に 

定める指定用途の変更若しくは解除、第９条に定める指定期日若しくは第１０条に 

定める指定期間の変更、第１１条に定める所有権の移転等若しくは合併の禁止の解 

除又は第１２条に定める買戻しの特約を解除する必要がある場合には、理由を付し 

た書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。 

（違約金） 

第15条 乙が、売買物件について、甲の承認を得ないで、契約締結日から指定用途に 

 供すべき期間の満了日までに指定用途以外の用に供したとき、又は第１１条に定め 

 る所有権の移転等若しくは合併の禁止の義務に違反したときは、甲の請求により、 

乙は甲に金（売買代金の３割）円を違約金として支払わなければならない。 

（実地調査等） 

第16条 甲は、指定用途に供すべき期間が満了するまでの間、売買物件について随時 
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その使用状況を実地に調査し、乙に対し必要な報告又は資料の提出を求めることが

できる。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は

報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

２ 乙は、売買物件を指定用途に供したときは、速やかに現況写真並びに土地及び建 

物の登記事項証明書等を添え、甲にその旨報告しなければならない。 

３ 乙は、指定用途に供すべき期間が満了したときは、速やかに現況写真、登記事項 

証明書等を添え、甲にその旨報告しなければならない。 

（遅延利息） 

第17条 乙は、第３条に定める売買代金を甲が定める支払期限までに支払わなかった 

 ときは、その期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、遅延利息として当該金 

 額につき年３パーセントの割合で計算した金額（５００円未満を除く。）を甲の発 

行する納入通知書により、甲に支払わなければならない。 

（契約の解除） 

第18条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除する 

ことができる。 

（返還金等） 

第19条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還 

する。ただし、当該返還金には利息を付さない。  

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出し

た必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 

（原状回復） 

第20条 乙は、甲が第１２条第 1項の規定により買戻権を行使したとき又は第１８条 

の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に

回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させること

が適当でないと認めたときは、現状のまま返還させることができる。 

２ 売買物件の返還時、当該売買物件内に残置した物件はすべて甲の所有に帰し、こ

れにより、乙が損害を被っても甲に対して何らの請求をしないものとする。 

３ 乙は、第1項ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、

その損害賠償として、買戻権行使時又は契約解除時の時価により減損額に相当する

金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責めに帰すべき事由により甲に損

害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

４ 乙は、第 1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定す

る期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書、その他甲が必要とする書類等

を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第21条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、そ 

の損害を賠償しなければならない。  

（返還金の相殺） 

第22条 甲は、第１２条第３項の規定による買戻権の行使により売買代金を返還する 

場合又は第１９条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 

１５条に定める違約金又は第２０条第３項若しくは前条に定める損害賠償金を甲 
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に支払うべき義務があるときは、返還金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第23条 この契約の締結及び履行並びに所有権移転登記及び買戻権の抹消登記等に 

関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

（疑義等の決定） 

第24条 この契約に関し疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項について 

は、甲乙協議の上これを定めるものとする。 

 

 

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1通を

保有する。 

 

  年  月  日 

 

甲  大阪府 

代表者 大阪府知事 吉村 洋文 

 

乙  （住所） 

（氏名） 

 

 

物  件  の  表  示 

１ 土 地 

所    在 地 番 地 目 
面      積 

公 簿  ㎡ 実 測  ㎡ 

和泉市あゆみ野二丁目 ７番４ 宅地 261 04 261 04 

和泉市あゆみ野二丁目 ７番５ 宅地 8979 20 8979 20 

  計 
9240 24 9240 24 

 

２ 工作物 

所  在  和泉市あゆみ野二丁目７番４及び同７番５ 

種  類  フェンス、散水管等、下水道管等、庭園灯、照明灯 等 

（以下余白） 

 




